
入札者心得書（抜すい） 

（指名の取り消し） 

第３条 入札参加者が次の各号の一に該当する者となった場合は、その者に対して行なった指名、

若しくは入札参加資格確認を取消し、又は入札に参加させないことがある。これに該当す

る者を代理人、支配人、その他の使用人又は入札代理人として使用した場合も同様とする。 

（２）競争入札又はせり売りにおいて､その公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害し、

若しくは不正な利益を得るために連合した者。 

 （公正な入札の確保） 

第９条の２  入札参加者は､私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年法律

第５４号）等に抵触する行為を行ってはならない。 

２ 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入

札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。 

（入札） 

第１０条 入札参加者は､別紙様式１（入札書）による入札書に必要な事項を記載し、記名押印の

うえ、あらかじめ指名通知書又は入札公告により示した日時及び場所において、県職員の

指示により提出しなければならない。 

（入札書の書換等の禁止） 

第１１条 入札者は、その提出した入札書の書換え、引換え又は撤回することができない。 

（入札の無効） 

第１４条 次の各号の一に該当する入札は、無効とする。 

（１） 入札参加者の資格を有しない者のした入札 

（２） 所定の日時までに所定の入札保証金を納付又は入札保証金の納付に代わる担保を提供し

ない者のした入札 

（３） 所定の日時までに所定の場所に持参しない入札。ただし、第１０条第４項の規定に基づ

き郵便による入札を行なう場合は、入札日の前日までに到達しなかった入札 

（４） 入札に際して連合等による不正行為があった入札 

（５） 同一事項の入札に対し２以上の意思表示をした入札 

（６） 他人の代理を兼ね又は２以上の代理をした者の入札 

（７） 委任状を持参しない代理人のした入札 

（８） 記名のない入札 

（９） 入札書の記載事項が確認できない入札 

（10） 入札書の金額の表示を改ざんし､又は訂正した入札 

（11） 入札書に添付して提出することが求められる工事費等の内訳書を提出しない者又は不備

のある工事費等の内訳書を提出した者のした入札 

（12）その他契約担当者があらかじめ指示した事項に違反した入札 

（再度入札） 

第１６条 

２ 次の各号のいずれかに該当する入札をした者は、再度入札に参加することができない。 

（１） 第１４条第１号から第７号までに該当する入札 

（２） 前条第２項の規定により落札者とされなかった入札 

※詳細は愛知県建設工事関係入札心得書を参照のこと。 


